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資 料 ２ 

令 和 ８ 年 ４ 月 

内閣府男女共同参画局 

○啓発カード

痴漢被害を含む性的な被害について相談先を周知する啓発カードを増刷し、令和７年

11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」、令和８年度の「若年層の性暴力被害予防月

間」に、都道府県、全国の高校・大学等に計 34 万部を配布。 

○SNS による情報発信

令和７年６月、鉄道事業者・警察の連携による痴漢撲滅キャンペーンの期間に合わせ、

啓発動画を発信。他の時期にも、随時、SNS を活用した情報発信を実施。 
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○内閣府ウェブサイトによる広報 

令和８年１月「New Wave」 https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20260115.html 

 

  

（同記事の内閣府公式Ｘでの発信） 

https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20260115.html
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（参考）令和８年度「若年層の性暴力被害予防月間」ポスター 

 

 


